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 ７．Ｑ＆Ａ                         

Ｑ１  ごみを持ち込む時は予約が必要ですか。 

Ｐ４６

Ｑ２  １回に持ち込める量や数に制限はありますか。 

Ｑ３  ごみを運ぶ際に使用する車両の大きさに制限はありますか。 

Ｑ４ 
 ごみを持ち込む時は指定袋に入れなければいけないのでしょ

うか。 

Ｑ５ 
 燃えるごみやカン、ビンなどを指定袋に入れて持ち込んだ場

合は無料になりますか。 

Q６  粗大ごみ処理券は使用できますか。 

Ｐ４７

Q７  電子マネーでごみ処理手数料を支払うことはできますか。 

Q８ 
 車２台で持ち込もうと考えています。２台分まとめて精算す

ることはできますか。 

Q９  車２台分の領収書を１枚にまとめてもらいたい。 

Q１０  領収書に書かれている名前を変更してもらいたい。 

Q１１  分別はどのようにしたらいいでしょうか。 

Q１２ 
 乗用車で運ぶため、家具を分解しようと思っています。分解

したものでも受付してもらえるのでしょうか。 

Ｐ４８

Q１３ 
 「３．受入れできないもの」に書いてあるごみを持ち込んだ

場合はどうなりますか。 

Q１４  ごみを下ろすのはお手伝いいただけますか。 

Q１５ 

 １週間くらい前にごみを捨てに行ったとき、トランクに入っ

ていた荷物を間違って捨ててしまいました。まだ残っています

か。 

Q１６ 
 ごみを下ろしている時に携帯電話を落としたようです。 

 落ちていませんでしたか。 

Q１７ 
 捨てる予定ではなかったものを捨ててしまいました。 

 きれいな状態のものだったので取りに行きたいです。 
Ｐ４９

Q１８ 
 先日持ち込んだドレッサーの中にアクセサリ—を入れたまま

置いてきてしまいました。 
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Q１９ 
 引っ越してきたばかりで運転免許証の書替をしていません。 

 住所の確認できる書類は何を持って行けばいいでしょうか。 

Ｐ４９Q２０ 

 先日まで市内（町内）に住んでいました。不要な物があるの

で酒々井リサイクル文化センターへ持ち込んでもいいでしょう

か。 

Q２１ 
 燃えるごみやビン、カンなどを同じ袋に入れて持ち込んでも

大丈夫でしょうか。 

Q２２ 
 自宅に車がないため、友人にごみを持って行ってもらおうと

思っています。手続きはどのようにしたらいいですか。 

Ｐ５０

Ｑ２３ 
 会社のごみを持って行こうと思っています。手続きはどのよ

うになりますか。 

Q２４ 
 昨日発行してもらった事業系一般廃棄物搬入許可書は使用で

きますか。 

Q２５ 
 事業系一般廃棄物搬入許可書を発行してもらえば、「３．受入

れできないもの」に書いてあるものでも持ち込めますか。 

Ｑ２６  年末はいつまで受け付けしていますか。 

Ｐ５１

Ｑ２７  混む時期や時間帯はいつですか。 
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Ｑ１  ごみを持ち込む時は予約が必要ですか。 

 

Ａ１  持ち込みは予約制ではありません。受付時間内にお越しください。 

 

     

Ｑ２  １回に持ち込める量や数に制限はありますか。 

 

Ａ２  持ち込む際の量や数に制限はありません。 

    安全な状態で車に積んでお持ち込みください。 

 

   

Ｑ３  ごみを運ぶ際に使用する車両の大きさに制限はありますか。 

 

Ａ３  運搬車両の種類や大きさなどに制限はありませんが、８トンを超える車両

の場合は事前にご相談ください。 

 

 

Ｑ４  ごみを持ち込む時は指定袋に入れなければいけないのでしょうか。 

 

Ａ４  持ち込む際の入れ物に指定はありません。 

    持ち込みしやすい状態でお持ち込みください。 

 

 

Ｑ５  燃えるごみやカン、ビンなどを指定袋に入れて持ち込んだ場合は無料にな

りますか。 

 

Ａ５  燃えるごみやもえないごみなど、市や町で収集しているごみを指定袋に入

れて持ち込んだ場合でも 10kg あたり 350 円の処理料金がかかります。 
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Ｑ６  粗大ごみ処理券は使用できますか。 

 

Ａ６  使用できません。現金のみの取扱いとなっています。 

 

 

Ｑ７  電子マネーでごみ処理手数料を支払うことはできますか。 

 

Ａ７  現金のみの取扱いとなっております。 

 

 

Ｑ８  車２台で持ち込もうと考えています。２台分まとめて精算することはでき

ますか。 

 

Ａ８  精算は車１台ごととなります。 

    車２台分などを合算した精算はできません。 

 

 

Ｑ９  車２台分の領収書を１枚にまとめてもらいたい。 

 

Ａ９  領収書についても精算と同様に、車１台ごとの発行となります。 

    車２台分などを合算した領収書の発行はできません。 

 

 

Ｑ１０ 領収書に書かれている名前を変更してもらいたい。 

 

Ａ１０ 領収書発行後に宛名などを変更することはできません。 

 

 

Ｑ１１ 分別はどのようにしたらいいでしょうか。 

 

Ａ１１ 「４．受入できるものとその分別方法」をご覧ください。 
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Ｑ１２ 乗用車で運ぶため、家具を分解しようと思っています。分解したものでも

受付してもらえるのでしょうか。 

 

A１２ 持ち込む際の形状に指定はありません。 

    運びやすい状態で持ち込んでください。 

 

 

Q１３ 「３．受入れできないもの」に書いてあるごみを持ち込んだ場合はどうな

りますか。 

 

Ａ１３ 「３．受入れできないもの」に該当するごみは持ち帰っていただきます。

 

 

Ｑ１４ ごみを下ろすのはお手伝いいただけますか。 

 

Ａ１４ ごみを下ろす作業は、持ち込まれた方ご自身で行っていただきます。 

 

 

Ｑ１５ １週間くらい前にごみを捨てに行ったとき、トランクに入っていた荷物を

間違って捨ててしまいました。まだ残っていますか。 

 

Ａ１５ ごみを下ろす場所に置かれているものは、その日中に処理を行うため、１

週間前のものは残っていません。 

 

 

Ｑ１６ ごみを下ろしている時に携帯電話を落としたようです。 

    落ちていませんでしたか。 

 

Ａ１６ 場内で落とし物を見つけることは非常に困難です。 
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Ｑ１７ 捨てる予定ではなかったものを捨ててしまいました。 

    きれいな状態のものだったので取りに行きたいです。 

 

A１７ ごみとして持ち込まれたものは、持ち込まれた物の状態を確認することな

くその日中に処分します。 

    また、持ち込まれた後、すぐであっても、重機を使い廃棄物を寄せるなど

の作業を頻繁に行っているため、捨てた状態で残っていることはありませ

ん。 

 

 

Q１８ 先日持ち込んだドレッサーの中にアクセサリ—を入れたまま置いてきて

しまいました。 

 

Ａ１８ 持ち込まれたものは、中身を確認することなく処分します。 

    ごみの中からアクセサリーなどが発見されることはありません。 

 

 

Q１９ 引っ越してきたばかりで運転免許証の書替をしていません。 

    住所の確認できる書類は何を持って行けばいいでしょうか。 

 

Ａ１９ 公共料金の領収書など、佐倉市又は酒々井町の住所が確認できるものをお

持ちください。 

 

 

Q２０ 先日まで市内（町内）に住んでいました。不要な物があるので酒々井リサ

イクル文化センターへ持ち込んでもいいでしょうか。 

 

Ａ２０ 佐倉市と酒々井町以外で出たごみは持ち込めません。 

    お住まいの自治体へご相談ください。 

 

 

Ｑ２１ 燃えるごみやビン、カンなどを同じ袋に入れて持ち込んでも大丈夫でしょ

うか。 

 

Ａ２１ 分別しないで持ち込んだ場合、持ち込まれた量に関係なく、ごみを持ち込

んだ方に分別をしながら下ろしていただきます。 
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Ｑ２２ 自宅に車がないため、友人にごみを持って行ってもらおうと思っていま

す。手続きはどのようにしたらいいですか。 

 

Ａ２２ ごみを持ち込める方はごみを排出した本人又は家族や親族のみです。 

    ご友人の車に排出者本人が同乗してごみを捨てに来る場合は受付できま

す。 

    廃棄物収集運搬業の許可を受けていない方にごみの持ち込みをお願いし

た場合、持ち込んだ方が法令違反となります。 

 

 

Ｑ２３ 会社のごみを持って行こうと思っています。手続きはどのようになります

か。 

 

Ａ２３ 会社（事業所など）から排出されるごみのうち、事業系一般廃棄物のみ酒々

井リサイクル文化センターへ持ち込むことができます。 

    持ち込む際には佐倉市又は酒々井町での手続きが必要となるため、佐倉市

又は酒々井町の廃棄物担当課へご相談ください。 

  佐倉市 廃棄物対策課 043-484-6149（直通） 

  酒々井町 経済環境課 環境対策室 

             043-496-1171（代表） 

 

 

Ｑ２４ 昨日発行してもらった事業系一般廃棄物搬入許可書は使用できますか。 

 

Ａ２４ 事業系一般廃棄物搬入許可書等を発行してもらった日に持ち込んでくだ

さい。 

    発行日された日にごみを持ち込めなかった場合は、再度、廃棄物担当課へ

ご相談ください。 

 

 

Ｑ２５ 事業系一般廃棄物搬入許可書を発行してもらえば、「３．受入れできない

もの」に書いてあるものでも持ち込めますか。 

 

Ａ２５  事業系一般廃棄物搬入許可書をお持ちいただいた場合でも「３．受入れ

できないもの」に記載されているものは持ち込めません。 

    「３．受入れできないもの」に記載されているものを持ち込まれた場合は

お持ち帰りいただいています。 
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Ｑ２６ 年末はいつまで受け付けしていますか。 

 

Ａ２６ 年末の最終受付日については、１２月の広報紙をご覧いただくか、１２月

に佐倉市、酒々井町清掃組合ホームページにて情報を掲載します。 

 

 

Ｑ２７ 混む時期や時間帯はいつですか。 

 

Ａ２６ 祝日の間にある平日や大型連休などの連休後、年末、３月は持ち込む方が

多い傾向があります。 

    混む時間帯については、１０時３０分から１１時３０分にかけてと１３時

から１４時３０分頃に混雑する傾向があります。 

    この時期及び時間が必ず込んでいるということではありません。 

    この時期及び時間以外でも混雑することがありますので、持ち込む際はお

時間に余裕をもってお越しください。 

 

 

 

 


